
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 平成２７年度税制改正により、相続税の基礎控除額が下がり、相続税の申告が必要になる方が増えました。

国税庁の報道発表資料によると、全国平均で、納税者数の割合が平成２６年分は４．４％だったのに対し、平成

２７年分は８％と、約２倍に増えています。東京では平成２７年分は１２．７％となっており、約８人に１人は相続税

を申告していることになっています。そして、相続財産の金額の構成比は土地が４１．１％と不動産の占める割

合が一番大きくなっています。 

現在東京圏の土地の価額は毎年値上がりを続けており、今後も相続税を申告する人が増えていくことが予想

されます。この機会に相続税の計算の仕組みについて学びませんか？相続税の仕組みがわかれば、相続対

策を行ううえで何が必要かわかります！相続対策は、自身だけではなく、ご家族の幸せにも繋がります。 

 
【セミナー内容】 

相続税を知らない方でも、ご自身の財産がだいたいどのぐらいの価値になり、相続税がいくらになるのか 

わかるよう、丁寧に解説します！ 

１．相続税の計算方法とは 

２．相続人、法定相続人とは 

３．財産の価値の算定方法 

★ぜひ、ご家族とご一緒にご参加ください！ 

 日  時 ２月１３日（火） １８：００～１９：００  受付 １７：４０～       
 会  場 ＴＯＭＡグループセミナールーム ＜東京駅八重洲北口改札より徒歩２分＞ 千代田区丸の内 1-8-3 

 参加費 ５００円 （当日現金／顧問割引対象外）   定員１０名（先着順）※お早めにお申込下さい！ 

 講  師 ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株） ＴＯＭＡ税理士法人 財務コンサルタント 居川 陽明 

主催：ＴＯＭＡコンサルタンツグループ（株）  ＴＯＭＡ税理士法人 （東京/静岡/シンガポール/アメリカ） 

東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 3 階 
TEL: 03-6266-2561(9時～18時)  Mail : toma@toma.co.jp 企画広報部 
ホームページからのお申込 http://toma.co.jp 

税理士 24名・国税局OB税理士 9名・公認会計士 5名 

社会保険労務士 15名・中小企業診断士 5名・弁護士 2名 

司法書士 5名・行政書士 10名他 総人数 200名 

■セミナー申込書 この用紙のまま FAXでご返信ください。 ※お申し込み受付け後、受講票地図をＦＡＸ致します。 

貴社名：                              

参加者氏名：  ←複数名ご参加 

の場合は、全員分 

ご記入ください 役職：  

住所：〒                                     

                                                                                                                       

業種 従業員数     名 

ＴＥＬ：                            ＦＡＸ（必ず記入）                                    決算月      月 

ﾒｰﾙ： 個別相談の希望  無 ・ 有 (              について) 

※同業の方のご参加、講義の録音はお断りさせて頂きます。                  HP 

※ご提供頂いた個人情報は、弊社からの連絡・情報提供に利用することがあります。 

FAX返信先 

0120-944-734 

早めの 

相続対策！ 

 

不動産、財産所有者 対象 

回 覧 
※関係部署へご回覧下さい。 

     

 
ＴＯＭＡカレッジ（お仕事帰りに学べる ワンコインセミナー）のご案内  ※ご担当者にも回覧ください。 

相続税の仕組み解説セミナー 

東京に持ち家があると、相続税が発生する可能性が！ 

□ 会社 

□ 自宅 

セミナー参加者にもれなく 

『エンディングノート』 

プレゼント！ 


